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小野路球場及び小野路グラウンド 

ネーミングライツスポンサー企業募集要項 

 

１ ネーミングライツ事業実施の目的 

公園内の施設に愛称を命名する権利（ネーミングライツ）の対価として得られる

命名権料を財源として活用し、公園の管理運営やサービス向上に寄与するとともに、

愛称命名による公園施設のＰＲや知名度向上を図るため、公園内の施設に愛称を命

名する企業（スポンサー企業）を募集します。 

 

２ 対象施設 

（１）対象施設 

小野路球場 及び 小野路グラウンド 

（※対象２施設併せてスポンサー企業を募集し、２施設で１件の契約とします。） 

・所在地 東京都町田市小野路町 2023番地 1（小野路公園内） 

  ・施設ホームページ http://www.onojikouen.com/ 

  ・指定管理者 スポーツパークパートナーズまちだ（2028年度末まで、以降未定） 

 

（２）対象施設の概要 

ア 小野路球場 

施設規模 利用面積 9,280㎡（センター120ｍ・両翼 93.5ｍ）天然芝 

施設構成 

利用種目：硬式野球、軟式野球、ソフトボール 

観客席 1,999席、夜間照明設備、電光得点表示板、本部室、審判室、

記者室、医務室、放送室 ほか 

利用状況 
・年間利用者数  92,748人（2024年度） 

・大会利用  高校野球大会、大学野球大会、少年野球大会など 

施設の 

特徴 

・市内で唯一、硬式球が使用できる野球場です。 

・甲子園「西東京地区予選」大会、春季・秋季東京都高等学校野球大

会の開催施設であり、市内外から多くの方が観戦に訪れます。 

イ 小野路グラウンド 

施設規模 8,450㎡（65ｍ×130ｍ） 人工芝 

施設構成 
利用種目：サッカー、ラクロス 

観客席 100席、夜間照明設備 
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利用状況 

・年間利用者数  130,695人（2024年度） 

・大会利用 町田市の各種競技協会（サッカー・ラグビー等）の大

会など 

・スポーツ教室（指定管理者主催） 年間約 20回 

施設の 

特徴 

・ホームタウンチームであるＦＣ町田ゼルビアのアカデミー（ユー

スチーム）の練習会場として利用されています。 

・市民や近隣大学の部活動の練習で利用されることの多い施設です。 

 

３ 募集概要 

（１）命名権料   年額３５０万円以上 

・対象２施設合計の命名権料として、３５０万円以上・万円単位でご提案ください。 

消費税及び地方消費税は別途かかります。 

・命名権料は、毎年度４月に年額をお支払いいただきます。 

詳細は協議のうえ決定します。 

・愛称使用に伴う看板設置等の費用は、別途スポンサー企業の負担になります。 

 

（２）命名期間   ３年間以上 

・命名期間を、３年間以上・年単位でご提案ください。 

・命名（愛称使用）開始日は、２０２６年４月１日を予定しています。 

・準備期間等を考慮し、契約締結日は協議のうえ決定します。 

 

（３）命名できる愛称 

・愛称には、企業名または企業の商品・ブランド名を含むことができます。 

・公共施設にふさわしく、わかりやすく呼びやすい愛称としてください。また、下

表のとおり地名及び施設の種類がわかる単語を入れてください。 

・町田市有料広告掲載取扱要綱第３に規定されている広告の範囲（別表１）及び町

田市広告掲載基準第４条に規定されている掲載基準（別表２）に該当する愛称は

命名できません。 

・応募時にご提案いただいた愛称案をもとに審査を行いますが、スポンサー企業候

補者決定後、愛称の決定に際しては市との協議が必要となります。 

・町田市立公園条例で定める施設の正式名称を改正するものではありません。 

・市は、愛称が一般的な呼称として積極的に使用されるよう努めます。ただし、必

要に応じて正式名称を使用する場合があります。 

対象施設 地名（ひらがなも可） 施設の種類がわかる単語 

小野路球場 小野路 球場、スタジアム など 

小野路グラウンド 小野路 グラウンド、フィールド など 
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４ スポンサー企業の特典 

（１）命名された愛称の公表と使用 

ネーミングライツスポンサー企業の決定後、事業者名、施設の愛称、命名権料

等について公表します。命名された愛称は、一般的な呼称として積極的に使用し

ます。 

 

（２）看板等での愛称使用 

・施設敷地内及び周辺の看板、小野路公園前に設置された町田市案内図等の表示に、

愛称を使用できます。 

・次の写真で示す既設看板（４箇所）について、愛称による表示に変更してくださ

い。その他の看板等についても、原則として愛称による表示に変更してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・愛称を使用した看板等の新設については、スポンサー企業決定後にスポンサー企

業から提案ができます。設置の可否は、協議のうえ市が決定します。 

・看板等の表示変更や新設には、町田市屋外広告物条例、景観法、町田市屋外広告

物ガイドライン等に基づく市との協議が必要です。関係法令等に則り、必要な許

＜変更する既設看板の設置場所＞ 

①球場入口付近（球場名の表示） ②球場内スコアボード下（球場名の表示） 

③グラウンド入口付近 

（球場名・グラウンド名の表示） 

④公園入口付近道路上 

（球場名・グラウンド名の表示） 

※フォントやデザイン

は市で指定したものと

する 
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認可を得ていただきます。また、町田市屋外広告物条例の規定による制約があり

ます。 

・当施設は、指定管理者である公園管理事業者（スポーツパークパートナーズまち

だ）が２０２８年度末まで（以降、未定）管理しています。看板設置等にあたっ

ては、指定管理者との連絡調整をお願いします。 

・看板等の表示変更・制作・設置、契約終了後の原状回復等に係る手続きや費用等

は、スポンサー企業の負担となります。 

 

（３）広報媒体での愛称使用 

・市や施設指定管理者が管理する媒体（ウェブサイト、広報紙、各種チラシ・パン

フレット・マップ等）における表示に、愛称を使用します。 

・紙媒体については、新たに発行・増刷するものから順次、愛称を使用します。 

 

（４）その他 

・スポンサー企業から愛称使用に関して提案があった場合は、市で可否を決定しま

す。 

・愛称使用に必要な手続きや費用等は、スポンサー企業の負担となります。 

 

５ 応募資格 

募集の趣旨に賛同してネーミングライツスポンサー企業となることを希望し、か

つ町田市広告掲載基準第３条（別表３）に規定する次の各号に該当しない事業者（市

内外は問わない）であること。 

 

６ 応募手続き 

募集要項等の公表 ２０２５年８月１日（金） 

質疑の受付 ２０２５年８月１日（金）～８月８日（金） 

質疑の回答 ２０２５年８月１５日（金） 

応募書類の受付 ２０２５年８月２５日（月）～９月５日（金） 

スポンサー企業候補者の選定

（広告審査委員会） 
２０２５年９月中旬以降 

 

（１）募集要項等の公表 

町田市ホームページに掲載しますので、ダウンロードしてください。 

  町田市ホームページＵＲＬ http://www.city.machida.tokyo.jp 

  掲載場所 トップページ＞事業者の方へ＞広告募集 

http://www.city.machida.tokyo.jp/
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（２）質疑の受付・回答 

 

ア 受付期間 

２０２５年８月１日（金）から８月８日（金）午後５時まで（必着） 

イ 提出方法 

「様式１質問書」に記入のうえ、電子メールで「９問合せ先」に提出してくださ

い。 

メール送信時の件名は、「ネーミングライツ質問（事業者名○○）」としてくださ

い。 

ウ 回答方法 

  回答は全てとりまとめ、２０２５年８月１５日（金）頃に町田市ホームページ

（掲載場所は（１）と同じ）に掲載します。質問者への個別回答は行いません。 

 

（３）応募書類 

書類名 部数 

町田市有料広告掲載申込書 

（町田市有料広告掲載取扱要綱第１号様式） 
１部 

提案事項（様式２） ８部 

登記事項証明書（現在全部事項証明書） １部 

納税証明書等 

国税（法人税及び消費税）及び市税（本市に事業所がある場合、

法人市民税及び固定資産税）に未納のないことの証明書（国税

は納税証明書その３、市税は完納証明書） 

※非課税法人等で納税がない場合には添付不要です。 

ただし、非課税であることの文章を作成してください。 

１部 

決算書等 

直近３年間の決算書類（様式任意） 
１部 

有料広告掲載申込に係る誓約書（様式３） １部 

事業者の概要（事業内容等）を記載した書類 

（ホームページ、パンフレット、会社情報等） 
１部 

・応募に必要な経費は、全額応募者の負担とします。 

・応募書類は返却しません。 

・書類に不備がある場合や応募資格を満たさない者は、原則として審査対象外とな

ります。 
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・市は、応募書類に関する情報公開請求があった場合には、町田市情報公開条例に

基づき、原則として公開します。 

 

（４）応募の受付 

ア 応募期間 

２０２５年８月２５日（月）から９月５日（金）午後５時まで（必着） 

持参の受付は、平日の午前８時３０分～正午・午後１時～５時です。 

 

イ 提出方法 

応募に必要な書類一式を、持参または郵送により「９書類提出先」に提出して

ください。 

 

７ スポンサー企業候補者の選定 

（１）審査方法 

市が設置する「ネーミングライツ広告審査委員会」において応募内容を審査の

うえ、スポンサー企業候補者を選定します。 

 

（２）審査基準 

  評価項目 配点 

金額（命名権料・命名期間） ５５点 

愛称案 ２０点 

附帯提案の内容（命名権料以外の、施設や市の魅力向上・

ＰＲにつながる提案等） 
１５点 

地域・社会貢献への取組 １０点 

合計 １００点 

 

・決算書等の書類の財務状況から、応募期間中に応募金額が支払い可能と考えられ

るかの確認ができない場合は、候補者として選定しません。 

・応募が１者の場合でも、スポンサー企業としての適性を確認するための審査を行

います。また、審査で適性が確認できない場合は候補者として選定しません。 

・広告掲載の申込みが複数ある場合において、審査の結果、同順位のものが複数あ

るときは、優先順位を次のとおりとしてスポンサー企業を選定します。 

①  市内に事務所又は事業所を有する者 

②  命名権料の提案総額（年額×年数）が高額の者 

③  命名権料の年額が高額の者 

 

（３）選定結果の通知 
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スポンサー企業候補者の選定結果は、２０２５年１０月上旬までに全ての応募者に

電子メールで通知するとともに、町田市ホームページ（掲載場所は６（１）と同じ）

で公表します。 

 

８ スポンサー企業候補者選定後のスケジュール 

（１）契約締結（２０２５年１０月～１１月頃） 

スポンサー企業候補者と市で協議を行い、スポンサー企業として正式決定した

場合に、ネーミングライツ契約を締結します。契約締結後、スポンサー企業名、

愛称、命名権料、命名期間等を公表します。 

 

（２）愛称使用準備 

契約締結後、愛称使用開始（２０２６年４月１日予定）に向けて、スポンサー

企業は看板等に関する協議や準備を行います。市は愛称の周知や印刷物の表示変

更準備を行います。 

 

９ 書類提出先・問合せ先 

町田市都市づくり部公園緑地課公園計画係 

〒１９４－８５２０ 町田市森野２-２-２２ 町田市庁舎８階（８０３窓口） 

電話：０４２₋７２４－４３９７ 

FAX：０５０-３１６１-６２６９ 

メール：mcity7630@city.machida.tokyo.jp（ネーミングライツ募集専用） 

 

別表１ 町田市有料広告掲載取扱要綱（２０２２年８月１日施行）から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 広告の掲載基準 

掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しない広告とする。 

（１）広告掲載対象物等の公共性又はその品位を損なうおそれのある広告 

（２）公序良俗に反するおそれのある広告 

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条第１項に規定する風俗営業その他これに類する営業に関す

る広告 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に掲げる暴力団の利益につながる広告 

（５）政治又は宗教に関する広告 

（６）個人、団体等の意見広告を内容とする広告 

（７）法令の規定に違反するおそれのある広告 

（８） 前各号に掲げるもののほか、別に定める基準に基づき、市長が掲載する広

告として適当でないと認める広告 



 

8 

 

 

別表２ 町田市広告掲載基準（２０２２年８月１日施行）から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４条 次の各号に定めるものは、広告掲載対象物等に掲載しない。 

(１) 広告掲載対象物等の公共性又はその品位を損なうおそれのある広告 

(２) 公序良俗に反するおそれのある広告 

(３) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に掲げる第２条

第１項に規定する風俗営業その他これに類する営業に関わる広告 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

掲げる暴力団の利益につながる広告 

(５) 不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）第５条第１

項及び第２項に規定する不当な表示をしている商品や役務の広告 

(６) 医療、医薬品、化粧品等の広告で、医療法(昭和２３年法律第２０５号)、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和

３５年法律第１４５号）等に抵触する広告 

(７）人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがある広告 

(８) 第三者をひぼう、中傷又は排斥する広告 

(９) 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用

したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又は侵害するおそれがあ

る広告 

(10) 公の選挙又は投票の選挙運動又は投票運動に該当するもの又は該当するお

それがある広告 

(11) 政党その他の政治団体による政治活動に該当するもの又は該当するおそれ

がある広告 

(12) 宗教団体による布教活動を目的とする広告 

(13) 個人又は団体の意見広告 

(14) 国内世論が大きく分かれている内容に関わる広告 

(15) 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又

はサービス提供に関わる広告 

(16) 法令の規定に違反するおそれのある広告 

(17）市の広告事業の円滑な運営に支障をきたす広告  

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が掲載する広告として適当でないと認め

る広告 
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別表３ 町田市広告掲載基準（２０２２年８月１日施行）から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 第３条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。 

（１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１

２２号)第２条第１項の規定により風俗営業と規定されている業種 

（２）風俗営業類似の業種 

（３）たばこの製造・販売に関わる業種（たばこの製造・販売事業者の「喫煙マナ

ー向上のための広告」等を除く） 

（４）ギャンブルに関わる業種（公営収益事業に係るものを除く） 

（５）消費者金融に関わる業種 

（６）インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関

する法律（平成１５年法律第８３号）に規定するインターネット異性紹介事

業に関わる業種 

（７）債権の取立て、示談の引受け等に関わる業種 

（８）占い、運勢判断に関わる業種 

（９）法律の定めのない医療類似行為を行う事業者 

（10）法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う事業者 

（11）行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者 

（12）町田市で入札参加停止処分を受けている事業者 

（13）法人税、市都民税等が課税される団体にあって、それらを滞納している事業

者 

（14） 町田市暴力団排除条例（平成２５年３月２９日条例第５号）第２条第１号

に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定す

る暴力団関係者 

（15）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する事業者 

（16）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）、会社更生法(平成１４年法律第１

５４号)による再生又は更生の手続中である事業者 

（17）法令に違反している業種及び事業者 

（18）その他広告として掲載することが不適当であると認められる業種及び事業

者 


